
　農業所得の計算は､ 収入金額から必要経費を差し引く「収支計算」が本来の所得の算出方法です。これまで、
多くの方が農業所得標準率を用いて申告されていましたが、農業経営や生産方式の多様化により農家間の経営格
差が拡大していることから、各農家の個別事情を反映させるため作成しないこととなりました。
　このため、平成１８年分の確定申告からは、農業の取引に関する収入と経費についての書類の保存と記録を行い、
収支計算による申告をしていただくことになります。
※農業所得標準廃止に伴い、平成１７年度まで送付していました「農業経営報告書」は、今年度より送付しません。

◎収支計算とは「収入金額」から「必要経費」を差し引いて　　　
　　　　　　　  「所得金額」を計算する方法です。
　　収入金額 － 必要経費 ＝ 所得金額
　○収入金額・・・販売金額・自家消費・補助金など
　○必要経費・・・種苗費・肥料費・農具費・減価償却費など
　※生活費は必要経費になりませんのでご注意ください。
　　収入金額と必要経費の分かる書類を保存して、ノートなど
　に記録し、集計していただくと比較的簡単に計算することが
　できます。
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　市民の皆さんに、下水道に対し、より関心をお持ちいただくため、本年
３月１日から３１日までの期間、デザイン画の公募を行いました。その結
果、１２点の応募があり、選定の結果、次のとおり決定しました。
　
　【採用作品】　兵庫県神戸市　杜多利香さん
　【選定理由】　マンホール特有の円形を生かして、伊賀市の花・木・鳥と
　　　　　　　忍者がバランス良く配列されている。

　【問い合わせ】　本庁下水道課　☎ ２２－９８２0

今後は下水道事業に活用していきます。

水稲【米】等の農業所得標準は、
平成１８年分の確定申告から廃止します

◎保存する書類
　収入金額の分かる書類・・・

出荷伝票・仕切書など
　必要経費の分かる書類・・・

請求書・領収書（販売証明）など
◎問い合わせ
・収支計算の方法や記録に関して
　上野税務署個人課税第１部門 ☎２１ー０２８９
・農業所得標準廃止に関して
　本庁税務課　☎２２ー９６１３

　東海農政局では、１９年産からスタートする品目横断的経営安定対策への加入を呼びかけています。１９年産
の秋まき麦について収入が減少した場合の影響を緩和するための、いわゆる「ナラシ」の対策に加入される方は、
申請受付が９月１日から始まります。（１１月３０日まで）
　対策の要件を満たす生産者の方は、申請され経営の安定に活用くださるようお願いします。
【問い合わせ】　東海農政局三重農政事務所農政推進課　☎ ０５９ー２２８ー３１５１  本庁農林政策課　☎ ２２ー 9665
　　　　　　　東海農政局三重農政事務所津統計・情報センター伊賀庁舎　☎ ２１ー０８２３

東海農政局からのお知らせ「秋まき麦の生産者の皆さんへ」


